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序     文 

 

 国際協力機構は、ボリビア共和国関係機関との討議議事録（R/D）等に基づき、「小規模

畜産農家のための技術普及改善計画」に関する技術協力を平成16年12月6日から開始し、今

般、平成17年11月15日から同12月8日まで、当機構江塚利幸ボリビア事務所長を団長として

中間評価調査を実施しました。 

 調査団は、本プロジェクトの中間期にあたり、ボリビア側中間評価委員会とともに進捗

状況を確認し、問題点・課題についてプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、

活動計画（PO）等と照らし合わせながらボリビア政府関係者ならびに関係団体、受益者と

協議を行いました。 

 本報告書は、同調査団による協議結果等を取りまとめたものであり、今後のプロジェク

トの運営にあたり活用されることを願うものです。 

 終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意

を表します。 

 

 平成１９年１月 

 

 

                          独立行政法人国際協力機構 
                          ボリビア事務所 
                             所長 江 塚 利 幸 
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評価調査結果要約表 
 
１. 案件の概要 

国名：ボリビア共和国 案件名：小規模畜産農家のための技術普及改善計画 
分野：畜産 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ボリビア事務所 協力金額（評価時点）： 
先方関係機関： 
1)国立家畜改良センタート(CNMGB) 
2)国立ガブリエル・レネ・モレノ自治大学(UAGRM) 
3)農村・農牧開発・環境省 
4)サンタ・クルス県庁 
5)ヤパカニ市 

日本側協力機関： 

 
 
 
協力期間 

（R/D）： 2004年10月1日 
 
 
協力期間：4年間 
（2004.12.1 ～ 2008.11.30） 

他の関連協力： 

1-1 協力の背景と概要 
 ボリビアではこれまで「家畜繁殖改善計画」「肉用牛改善計画」プロジェクトを実施し、様々な畜産技
術を移転してきた。しかしながら移転された技術・知識は小規模経営に適した形に改良されていないた 
め、畜産業で厳しい生活を営んでいる小規模畜産農家は導入することができていない。 
加えて、ボリビアでは畜産技術普及活動は畜産団体やＮＧＯにより独自に行われているが、いずれも普 
及専門の団体ではなく、技術指導の範囲が限定されている。各団体に所属する普及担当者の技術水準も 
低い上、指導内容の統一性も欠けているため、技術普及は十分に行われていないのが現状である。その 
結果、子牛の高死亡率、不適切な衛生対策などの技術的課題を抱えたまま今日に至っている。また、情 
報不足も各分野における農民の技術を基本レベル以下にとどめている大きな要因となっている。 
これらの問題は小規模畜産農家の乳生産量（＝所得）に大きな影響を与えていることから、小規模経営 
に適した技術改良を行い、その技術を農民へわかりやすく確実に伝えることが求められている。 

  そこで、乳生産・肉生産の増加を通じボリビアの畜産部門の生産性と競争力を高める役割を担ってい 
 る国立家畜改良センターが中心となり、小規模畜産農家のために小規模経営向け技術改良と普及員の能 
 力向上及び体制の強化を行い、他地域にも適応できる技術普及モデルを構築する本プロジェクトの要請 
 がなされ、2004年12月から4年間の計画で開始した。 
 
１-２協力内容 
（１）上位目標 
   ヤパカニ地域の小規模畜産農家の生産性が向上する。 
 

（２）プロジェクト目標: 
   イチロ郡ヤパカニ地域において小規模畜産農家に対する技術普及モデルが構築される。 
 
（３）成果 
 １)普及活動を行うための体制が整備される。 
 ２)小規模畜産農家の生産性向上に役立つ技術〔飼養管理、繁殖・衛生管理、草地管理〕が開発さ

れる。 
 ３)適切な普及活動が行える普及員及び普及技術者が育成される。 
 ４)モデルグループに適正技術が定着する。 
 
（４）投入（評価時点） 
日本側： 

  長期専門家派      3名 機材供与 
  短期専門家派遣     2名  
  研修員受入       3名  
相手国側： 

  カウンターパート配置 
  土地・施設提供（CNMGB本部事務所、ヤパカニ普及事務所） 
  ローカルコスト負担 

 



 

 ２. 評価調査団の概要 
 調査者 調査団員数 4名 

（１）総括  江塚 利幸 JICAボリビア事務所長 
（２）畜産技術･普及 大森 正敏 独立行政法人 家畜改良センター 
（３）協力企画  山口 尚孝 JICAボリビア事務所員 
（４）評価分析  Marcelo Endara 現地コンサルタント 

調査期間  2004年11月27日（月）～12月7日（木） 評価種類：中間評価 

 ３. 評価結果の概要 
３-１ 実績の確認 
四つの成果の平均は、40％の進捗であり、判定は妥当である。各指標がそれぞれ違う形でこの判定に貢 
献している。 
 

成果1：100％の進捗。判定は優秀。プロジェクト活動のためのシステムを定着させている。 
成果2：28％の進捗。判定は不十分。技術は同定されているが、裨益者のカバー率が低い及び技術進捗に 
    関する記録が少ない。 
成果3：13％の進捗。判定は不十分。140名の普及員-プロモーターに関しての進捗不足。この指標の140 
    名の普及員とプロジェクト目標の指標である5名の普及員との矛盾あり。 
成果4：20％の進捗。判定は不十分。より多くの裨益者のカバー率が不足。 
 
 より意義深い違いは､成果1の進捗である。全ての指標が、プロジェクト実施中期で達成されている。
この状況は、指標が性質上、実際の活動である事で説明される。 
成果2は、繁殖率の増加という第二の指標を有しているが、その進捗を評価する情報がない。情報を得 
るための多くの時間が不足しているが、デザイン及び予備データーが、報告書の一部に含まれているべ 
きである。 

 成果の進捗(40％)とプロジェクト目標の進捗(61％)とを比較すれば､4つの成果以外に目標達成に貢献し 
 たその他の要因の存在が認められる。また、成果3は目標達成を低下させる､と結論づける事が出来る。
 そのため､この指標の見直しが必要である。 

 

３-２ 評価結果の要約 
（1）妥当性 

畜産農家の生産性向上の上位目標は､全アクターの政策との妥当性がある。技術移転及び技術援助の需要
だけでなく、プロジェクトへの投入を要求する農民連合及び市役所への妥当性が変わった、プロジェクト
目標と同じ事は起こってはいない。 
一方でこの要求は政策であるが、プロジェクトの前半期で優先されなかったグループのニーズも反映して
いる。これは、モデルグループ及び農場の選定の際に決定された条件で認められるものである(添付書類
13、14参照)。市の畜産農家の大部分は､開発のための経済的条件が厳しいのである。 
地域政府及び小規模畜産農家にとって、一つの普及モデルの開発だけでは、十分といえず、行政に対し､
出来るだけ短期間での経済レベルの向上を要求している。2008 年までに一つのモデルを開発し、2013 年
までに生産性を向上させるのは､長期展望過ぎるようである。 
短期間で、国の政策が変わる事はない。市役所及び農民連合の政策は、中央政府と一貫性を持つものであ
る。 
これまで説明してきた事により､プロジェクトの後半期は､裨益者の数を大きく拡大する、技術普及を大規
模に展開していく事を優先していくべきである。地域レベルで政治的課題に対応していく他に､地域行政
官との同意を得ていかなければならない。 

 



 

（2）有効性 
例え最終的にシステム開発の強い手法方針があったとしても、プロジェクトの分析では､成果と目標との
間に道理にかなった関係がある。 
プロジェクト目標の指標を判定すれば、技術的に重要な進展を得る事が出来た。この達成は､プロジェク
トの後半期に、大量の普及と共に、補足されるべきものである。 
プロジェクト効果を減少させるが､畜産農家の生産性向上に決定的に貢献する、プロジェクトの活動範囲
内外での衛生キャンペーン、獣医学の援助、組合員との活動、普及員-プロモーターへの研修セミナー(添
付書類7参照)、その他等の技術チームが実施するPDMに反映しない他の活動がある。 
普及員の活動はモデル畜産農家に集中しており、モデル畜産農家が他の畜産農家へ技術移転を集中的に
実施するべきである。そうする事によって、プロジェクトの効果は相当向上するであろう。 
モデルグループ及びモデル畜産農家の選定条件によれば、選定された農場は、より良い技術的､生産性条
件を有し､技術を習得しコピーする大変良い条件を備えている。この学習効果は、技術普及を拡大した際
には､同じではないであろう。 
プロジェクトには、特に地域の技術者、普及員-プロモーター及びモデル畜産農家の中で、村落、地区、
或いは市が信頼でき、畜産農家改善の反映或いは見本となるリーダーが不足している。 
社会運動は、信頼性及び(プロジェクトへの)参加を差し引いても、プロジェクトの効果に影響を与える
事は決定的である。 
 

（3）効率性  

 プロジェクトの管理、予算執行、不動産の使用は問題なく運営されている。業務マニュアル、資源利用マ
ニュアル、調達マニュアル､その他があり、効率的な業務が保証されている。 

 プロジェクトに入った消耗品は、今日までの成果の達成を可能にしている。これらのものは、質量共に 

 必要不可欠なもので、現在使用されており良い状態にある。 

 主な動産は車両であり､殆どは活動エリアで使用されており、優先的に普及員-プロモーターの現場訪問活
動に使用されている。これは、活動計画で検証されている。いずれにしろ、モデル畜産農家だけではなく、
モデルグループへの訪問という普及の概念を改善すれば、これらの移動手段使用に関する効率を向上させ
る事は可能である。 

 プロジェクトの関連機関で、消耗品に関するニーズが認められる。UNAYA センターには、普及センターと
しての役割を遂行するための､最小限の状態をも満たしていない。2005 年 8月8日のミニッツの添付書類
で提言されたように、早急に機能するようにさせる事が重要である。同時に、プロジェクトの後半期での
技術普及向上に、センターの果たす役割は基本的なものとなるために、センターの機能を明確に決定する
事が必要である。 

 活動計画システムを修正する事が必要であり､活動計画及びその報告書は文章で残されているが、それ相
当にシステム化された数的な情報が含まれておらず､実施された活動の進捗及び質を検証する事が困難に
なっている。 
 

（4）インパクト 

 プロジェクトの前半期で達成された､僅かなカバー率は、プロジェクトインパクトを軽減するものであっ
た。プロジェクトに恩恵を受けた畜産農家からの要求が､毎回大きくなっていく事より､この進捗がネガテ
ィブインパクトとなる危険性がある。 

 また、市役所及び農民連合の新たな立場は、インパクトを軽減される事にもなり得る。プロジェクトに対
する信頼､参加を引かせる、投入を成し遂げるための組織的キャンペーンも認められる。 

 一般的に、畜産農家がプロジェクトに関する知識不足であるために､インパクトが軽減される。プロジェ
クト提言を普及させるべきであり、地域畜産農家の生産性向上についての討論をオープンにすべきであ
る。また、プロジェクトの技術に関する提案を住民全体に広く伝えるべきである。まとめとして、プロジ
ェクトを裨益者及び住民全体に公開すべきである。 
 

（5）自立発展性  
地域住民は、技術援助による畜産の生産性向上の必要性について、意識を持っている。この状況は、長 
期的な持続性を模索させるが、これに関する努力は孤立しているように思われる。畜産の普及プロジェ 
クとを継続させていく合同提案を具体化させるためには､市に所在する各機関の調整が不足している。 
地域のプロジェクト及びプロジェクト計画が存在する。 

 



 

プロジェクトは、技術面に関する提案の実施を、将来的に責任持つ普及員-プロモーターの大グループを養
成する事で､持続性に欠けている様である。彼らが内部的に組織し、グループの目的を立ち上げ、現存の様々
な機関と調整が行なっていけるように、このプロモーターの養成には、組織化、リーダーシップに関する
課題が補足されるべきである。 
この普及員-プロモーターのグループを組織化し、引っ張っていく機関構造が、重要であると思われる。持
続性の度合いを検証するために、プロジェクトが開発した普及モデルの評価を内部的に行なうべきである。
自発的持続性モデルを保証するために、十分な時間は残されている。 
目標が、地域の資源､ファクターを基にした普及の継続になっていくように、地域の全アクターに対する畜
産普及の総括的提案に向かって進んでいかなければならない。 

 
３-３ 効果発現に貢献した要因（計画内容に関すること、実施プロセスに関すること） 
 特に記述なし。 

 
３-４ 問題点及び問題を惹起した要因（計画内容に関すること、実施プロセスに関すること） 
2006年初頭、ヤパカニ移住者農民連合(FSCPAPIY)から本プロジェクトに対し、プロジェクト内容の修正 
要求が行われた。「①プロジェクトはモデルグループでの技術指導と調査のみでインパクトが見られな 
い。②ヤパカニ全農家に裨益する形で畜産投資センター、屠殺場建設、乳質検査施設建設、回転資金の 
導入を要求する。」内容であった。これに対し、プロジェクトの所管外であるとして受け入れられない 
旨プロジェクトから回答を行い、カウンターパートであるCNMGBやサンタ・クルス県庁からもプロジェ 
クトの趣旨と要求が受けられない旨の説明が再三行われた。さらに、わが方からは牛の飼養管理や基礎 
衛生管理などの基礎的な技術が定着していない現状では施設建設や資金協力は機能しない点、施設導入 
に伴う実施体制整備などには時間がかかり一朝一夕には実現せず、プロジェクト終了後の持続性やイン 
パクト確保に向けて協議・対話を重ねることは重要である点、などの指摘を行ってきた。 

 上述の対応にもかかわらず、たびたび要求が繰り返され、本調査におけるヤパカニ市役所とヤパカニ移 
 住者農民連合表敬訪問時においても、要求が受け入れられない場合、農民連合と市役所の普及員引き上 
 げなどプロジェクトに協力しないことが表明されていた。このことがプロジェクトの前提条件を覆しか 
 ねない阻害要因となりつつあった。 
 本調査開始にあわせ、JICAボリビア事務所は本プロジェクトおよびヤパカニ地域の農牧開発により積極 
 的に関与、調整するよう農牧省に要請し、本調査行程への担当職員の参加、農牧次官のミニッツ協議へ 
 の参加などが実現した。また、ヤパカニ市役所および農民連合との調整に農牧省がより積極的に関与す 
 る姿勢が打ち出された。 

上述の対応に加え、ガブリエル・レネ・モレノ自治大学総長によるヤパカニ関係者との対話により、 
 本調査終了後、ヤパカニ市役所によるプロジェクト目標修正要求およびヤパカニ移住者農民連合による 
 本プロジェクトに対する批判は鎮静化している。 

 
３-５ 結論 
 毎回強まっていく、プロジェクトに対する政治的干渉及び社会運動に対しては､出来るだけ早期に、 
関係省の行政官を含む行政レベルに対して、また地域行政官を含む実施レベルに対しても行動をとる事 
が必要である。 
 
・ 評価の全段階で支配的な素因は､プロジェクトの前半期でのカバー率の低さである。プロジェクト 
  終了時に諸指標を達成するために、この素因を優先的に対処し改善すべきである。 
・ プロジェクト導入を制限する要因として認められるその他の要因は、各レベルでのリーダーシップ 
  の欠如である。研修で、この課題を取り上げるべきであり､地域レベルでリーダーシップの実践を 
  推進していくべきである。 
・ プロジェクトによって養成される普及員-プロモーターの数が､決定的に大き過ぎる。この力は、プ 
  ロジェクト外の単位及びその役割を保証するために､計画されるべきである。努力は重要であるが、
  この努力を将来に向かって方向付けていくべきである。 

 
３-６ 提言 
    ・ プロジェクトの後半期では、普及員-プロモーターの仕事は､畜産農家への技術普及を目指すもので 
   なければならない。プロジェクトがモデル畜産農家の向上に貢献したように、自分達の住民に対し 
   て責任を持ち､活動を行なっていくために、モデル畜産農家との活動は減らしていく。 
  ・  組織構造に準じて、裨益者の数だけではなく､技術的並びに経済等の管理的なものも含めて情報の 
   一般的普及に関して、プロジェクトのカバー率を拡大する事は緊急事項である。 

 



 

３-７ 教訓 
  （当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考と 
   なる事柄） 
 ・ より大きなインパクトを達成し､地域レベルでのプロジェクトの持続性を可能にするために、プロ 
   ジェクトは技術的なものだけではなく､目標グループの技術向上及び強化を可能にする社会組織面 
   を組み込まなければならない。 

 



 

地     図 

 

ボリビア共和国(南米中央部)  

 

ヤパカニ市（プロジェクト 
普及事業実施地域） 

国立家畜改良センター本部 
（ワルネス郡郊外） 

 



写     真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ヤパカニ市役所表敬      ボリビア国側評価委員との意見交換 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現地コンサルタント団員による評価結果報告   農牧次官モデル農家訪問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査団員モデル農家訪問（カウンターパート、   中間評価ミニッツ署名 
専門家が活動状況を説明） 



第１章 中間評価調査団の派遣 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 
ボリビアではこれまで「家畜繁殖改善計画」「肉用牛改善計画」プロジェクトを実施し、

様々な畜産技術を移転してきた。しかしながら移転された技術・知識は小規模経営に適し

た形に改良されていないため、畜産業で厳しい生活を営んでいる小規模畜産農家は導入す

ることができていない。 
加えて、ボリビアでは畜産技術普及活動は畜産団体やNGOにより独自に行われているが、

いずれも普及専門の団体ではなく、技術指導の範囲が限定されている。各団体に所属する

普及担当者の技術水準も低い上、指導内容の統一性も欠けているため、技術普及は十分に

行われていないのが現状である。その結果、子牛の高死亡率、不適切な衛生対策等の技術

的課題を抱えたまま今日に至っている。また情報不足も各分野における農民の技術を基本

レベル以下にとどめている大きな要因となっている。 
これらの問題は小規模畜産農家の乳生産量（＝所得）に大きな影響を与えていることか

ら、小規模経営に適した技術改良を行い、その技術を農民へわかりやすく確実に伝えるこ

とが求められている。 
そこで、乳生産・肉生産の増加を通じボリビアの畜産部門の生産性と競争力を高める役

割を担っている国立家畜改良センターが中心となり、小規模畜産農家のために小規模経営

向け技術改良と普及員の能力向上及び体制の強化を行い、他地域にも適応できる技術普及

モデルを構築する本プロジェクトの要請がなされ、2004 年 12 月から 4 年間の計画で開始さ

れた。 
 本調査は 2004 年 12 月に開始した本プロジェクトの中間期までの成果・活動とその達成

度を評価し、現状とプロジェクト目標を照らし合わせ、プロジェクト終了までの適切な運

営のための指針、提言を行なうことを目的として実施された。 
 
１－２ 調査団の構成 
（日本側評価調査団） 
（１）総括  江塚 利幸 JICA ボリビア事務所長 
（２）畜産技術･普及 大森 正敏 独立行政法人 家畜改良センター 
（３）協力企画  山口 尚孝 JICA ボリビア事務所員 
（４）評価分析  Marcelo Endara 現地コンサルタント 
 
（ボリビア側評価調査委員） 
（１）Lic. Eduardo Wills Justiniano, Gerente de Planificación y Desarrollo, Federación 
 de Ganaderos de Santa Cruz 
 （サンタ・クルス牧畜協会企画・開発部長） 
（２）Lic. Javier Velarde Roca, Director,  Federación Departamental de Productores de Leche 
 （サンタ・クルス酪農協会事務局長） 
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（３）Dr. Fernando Cadario, Gerente Técnico,  Federación Departamental de Productores de 
 Leche（サンタ・クルス酪農協会技術部長） 
 
１－３ 調査日程 
日

数 月 日    畜産技術・普及団員 団長及び協力企画

団員 
現地コンサルタン

ト団員 

1 11 月 20 日 月       

５L125 LPB 
12:20- 13:20 VVI  
サンタ・クルス着

午後  プロジェク

ト事務所訪問 

2 11 月 21 日 火       現地調査、資料作

成ヤパカニへ移動

3 11 月 22 日 水       現地調査、資料作

成(ヤパカニ) 

4 11 月 23 日 木       現地調査、資料作

成(ヤパカニ) 

5 11 月 24 日 金       
現地調査、資料作

成ヤパカニ→サン

タ・クルスへ移動

6 11 月 25 日 土   本邦発   調査結果取りまと

め 

7 11 月 26 日 日
午前 
午後 

9:00 サンタ・クルス着 AA922  
専門家打合せ 

  専門家打合せ、団

員打合せに合流 

8 11 月 27 日 月
午前 
 
午後 

8:00 団内打合せ        

10:00 サンタ・クルス県庁表敬

10:45 UAGRM 学長表敬 
11:30 獣医学部表敬 
14:30 MEXPEGA 表敬(プロジェ

クト・マネージャーへのインタ

ビュー） 
15:00 第一回合同評価委員会 

LB927 LPB 6:15- 
VIVI 7:15 

評価委員へ評価方

法説明 

9 11 月 28 日 火

 
午前 
 
 
午後 

7:00 ヤパカニに移動 
9:00 ヤパカニ市役所表敬・協議

10:30 普及センター訪問、イン

タビュー 

団長ラ・パスに戻

る 
5L100 VVI 7:00- 
LPB 8:00 

評価レポート第１

案完成、西語翻訳

者と団員に渡す 

10 11 月 29 日 水
午前 
午後 
 

農家調査 
ミニッツ案評価レポート第１案

団内協議、修正 

山口団員ラ・パス

に戻る 5L231 
VVI 19:00-20:00 
LPB 

  

11 11 月 30 日 木   
14:30 ヤパカニの普及センター

の C/P 協議（普及） 
農家等の調査 

評価レポート案、

ミニッツ案作成 

評価レポート第１

案修正し第２案作

成 

 - 2 -



12 12 月 1 日 金   サンタ・クルス市内で団内協議
評価レポート案、

ミニッツ案作成 

評価レポート第２

案をボ側評価委員

に渡す 

13 12 月 2 日 土   資料整理   スペイン語報告書

取りまとめ 

14 12 月 3 日 日   資料整理   スペイン語報告書

取りまとめ 

15 12 月 4 日 月   (追加調査) 評価レポート案、

ミニッツ案作成 
スペイン語報告書

取りまとめ 

16 12 月 5 日 火   9:30 第 2 回合同評価委員会、評

価レポート協議 

団長、山口団員 
5L230 LPB 
7:45-VIVI  8:45 

スペイン語報告書

取りまとめ 

17 12 月 6 日 水
午前 
午後 

8:30 第 3 回合同評価委員会、評

価レポート最終協議  評価レポ

ート署名 
14:30 合同調整委員会 
ミニッツ署名（調査団、UAGRM
学長、県知事、農牧次官)       

5L231 VVI 
19:00-20:00 LPB   

z 12 月 7 日 木

 
午前 
 
午後 

ラ・パスへ移動 5L100 VVI 7:00-
LPB8:00 
11:00 農牧大臣ミニッツ署名 
14:30 大使館報告 

JICA 事務所長が

団長兼任のため事

務所報告は省略す

る 

  

19 12 月 8 日 金 午前 ラ・パス発 AA922 6:45     

20 12 月 9 日 土   ↓     

21 12 月 10 日 日   本邦着     

 

１－４ 主要面談者 

（１）農村開発・農牧・環境省（MDRAyMA） 
Lic. Simón Freddy Condo Rivero Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario 
 （農村・農牧開発次官） 
Ing. Oscar Mendieta Director General de Desarrollo Agropecuario y  Soberanía 
 Alimentaria（農牧開発および食糧管理総局長） 
Ing. Mario Morodias F. Analista Unidad Pecuaria（畜産課分析官） 

 
（２）サンタ・クルス県庁 

Ing. Roly Aguilera Gasser Secretario General（官房長） 
Ing. Francisco Cirbián Director de Desarrollo Productivo（生産局長） 
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（３）ガブリエル・レネ・モレノ自治大学（UAGRM） 
Lic. Alfredo Jaldín Farell Rector（学長） 
Dr. Rolando López Cabezas Decano de la Facultad de Zootécnica y Veterinaria 
 （獣医畜産学部長） 

 
（４）国立家畜改良センター（CNMGB） 

Dr. Juan Alberto Vásquez Director Ejecutivo（所長） 
Dr. Moisés Salinas Coordinador de MEXPEGA（プロジェクト調整役） 
Ing. Bautista Zurita JICA プロジェクト普及担当 

 
（５）ヤパカニ市役所 

Ing. Juan Siancas Alcalde （市長） 
 
（６）ガブリエル・レネ・モレノ自治大学ヤパカニ分校（UNAYA） 

Dr. Eduardo Yevara 教授 
Ing. Dario Colque Ibarra 分校長 

 
（７）ヤパカニ牛乳生産者協会（ASOPLE） 

Sr. Eusebio Sipe Alanis 担当 
Sr. Freddy Ance 副担当 

 
（８）ヤパカニ牧畜協会（AGAYAP） 

Sr. Zacarías Nina Alaca 担当 
Sr. Francisco Barronuevo 副担当 

 
（９）ヤパカニ移住者農民連合（FSCPAPIY） 

Sr. Cimar Victoria Avila Ejecutivo（代表） 
Sr. Raúl Castro Presidente（会長） 
Sr. Juan Coaquira Secretario（書記） 

 
（１０）協力団体普及員 

Tec. Sup. Agrop. Franz Erian Victoria Avila ヤパカニ市役所 
Tec. Medio Agrop. David Albarrasin Seña ヤパカニ市役所 
Tec. Medio Agrop. Edgar Gonzalo Baltasar Sardán ヤパカニ市役所 
Dr. Adolfo Alberto Colque Ibarra ガブリエル・レネ・モレノ自治大学 
 ヤパカニ分校 
Dr. Edgar Merlos Flores ヤパカニ牧畜協会 
Tec. Sup. Agrop. David Huaquira Baltasar ヤパカニ牛乳生産者協会 
Dr. Simón Arauco Rosales ヤパカニ移住者農民連合 
Tec. Medio Agrop. Felix Escobar Medina ヤパカニ移住者農民連合 
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（１１）在ボリビア共和国日本大使館 
白川 光徳 特命全権大使 
野津 裕之 二等書記官 

 
（１２）個別専門家 
橋田 幸雄 （農牧開発計画） 

 
（１３）プロジェクト専門家 
小林 進介 （チーフアドバイザー） 
竹本 博 （普及（畜産技術）） 
北野 日士 （業務調整／研修） 
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第２章 中間評価調査技術総括 

 

２－１ 小規模畜産経営の現状 
（１）概況 
本プロジェクトが技術の改善及び普及を対象とするヤパカニ地域の小規模畜産農家は、

高地から国内移住した定住者によって形成されており、その営農体系は丘陵地域が乳用牛

主体の畜産、平地が稲作及び乳肉用牛による畜産を主体とし、厳しい自然環境の中で適切

な営農指導が行われなかったこと等から、移住後 50 年を迎える現在に至っても農畜産物の

生産性が低く生活基盤が不安定な状況にある。 
畜産団体及び地元 NGO が、独自に技術の改善普及活動を実施してはいるが、いずれも畜

産技術並びに技術普及専門の団体ではなく、また、これらの団体に所属する指導員は、畜

産に関する知識と技術力が低いため、各団体間の技術指導指針の整合性が図られていない。 
これらのことが、子牛の高死亡率、育成牛の発育停滞、低泌乳という結果につながってお

り、生産性の向上と安定に寄与する畜産技術の改善と現地適応技術をわかりやすく確実に

農家へ移転することが求められている。 
（２）気象条件 
 ヤパカニ地域は温帯で丘陵、平地、低地に区分され、雨季（11 月～5 月）の気温は概ね

30℃～35℃、乾季（6 月～10 月）の最低気温は 5℃～10℃となる。雨量は、丘陵、平地、低

地によって大きく変わるが、水文データが無いため不明である。ヤパカニ近郊の平地に位

置する日本人移住地のサンファンの雨量は年間約 1,800～2,000 ㎜であり、ヤパカニ地域の

年間降雨量は概ねサンファンと同等と推察される。降雨の大半が雨季に集中し乾季は極端

に雨量不足となること、丘陵地域は傾斜地であるため保水力に乏しいこと等から乾季は深

刻な水不足となる。 
（３）農家収入 
丘陵地と平地の両地域をまとめた畜産農家の収入を見ると、乳用牛及び肉用牛の飼養が

生活の基盤であり、その他の収入として穀物とわずかであるが果樹（主としてミカン）の

栽培がある。 
（４）労働力 
ヤパカニ地域における日常の農作業は家族労働力で行われ、雇用労働者は穀物の播種や

収穫、放牧柵の設置等の施設整備に限られている。 
 家族構成は平均 6.7 人で 10 才以下が 1.2 人、労働力の対象となる 11 才以上の人員は 5 人

である。家畜の日常管理は女性や若年層が主体となって行われ、男性は農業以外の日雇い

等で現金収入を得ている農家が多い。 
（５）経営形態別農家割合 
ヤパカニ地域における飼養牛はいずれも雑種で乳用牛と肉用牛を明確に区分することは

出来ず、乳用牛と肉用牛の雑種を搾乳牛としている農家がほとんどである。 
経営形態としては、①搾乳を行っている農家、②肉生産を目的に牛を飼養している農家、

③搾乳を行い搾乳不適牛で肉生産をしている農家となり、③の形態の農家が大半を占めて

いる。 
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（６）飼養頭数 
 ヤパカニ地域では、在来種にブラウンスイス等雑多な品種が交配された乳用系種が飼養

されており、改良草地又は野草を活用した粗放的な管理が行われている。 
飼養牛の内訳は、乳肉兼用が 87％、乳用系牛が 11％で、飼養牛のいずれもが雑種である。 
一戸当たりの飼養頭数は 10～30 頭の小規模が全体の 51％を占め、これらの農家の搾乳頭

数は 5～10 頭前後である。 
（７）生産物の出荷販売 
 ヤパカニ地域は生活に関わるインフラの整備、特に丘陵と低地における道路が未整備な

こと、1 戸当たりの生産生乳量が少ないこと等から生乳出荷が困難な状況にある。 
国道沿いに位置する平地の農家は、毎日、生乳を国道まで運べるため、乳業メーカーの

集乳車で輸送可能であるが、丘陵と低地に位置する農家は国道から遠く、電気や管理用水

の整備もないため生乳を保管することが出来ず、生チーズに加工しての販売が主である。 
しかしながら、生チーズの販売網が整備されているわけではなく、不定期に訪れる仲買

人に販売する等極めて不安定な出荷状況となっている。 
（８）農家の負債 
 丘陵及び低地の農家は、電気の無い生活環境において、蜂蜜の採取、少数の養鶏・養豚、

少量の野菜栽培等を行っており、ほぼ自給自足の生活環境であることから負債はない。 
 一方、平地の農家では生産の効率化による投資等に関わる負債が見られるが、担保の保

有状況から見ると、その額は小さいものと思われる。 
 
２－２ 家畜の飼養管理状況 
（１）飼料生産 
 牛の飼養管理は放牧主体で、放牧草地の大半が野焼き後、手作業で種子を播種した改良

草地であるが、適切な維持管理が図られず、潅木が自生し野草化する等良好な草地とは言

えない。 
 草地の荒廃の要因としては、同一牧区への長期放牧による過放牧が主であるが、丘陵地

域においては降雨時のエロージョンも原因の一つである。 
また、ヤパカニ地域の乾季は降雨不足から草勢が衰え乾物量が大きく減少するが、これ

への対策は極少数の農家が青刈りを給与しているに過ぎない。 
（２）牛の飼養管理施設 
 周年放牧が主体であることから、飼養管理に関わる施設はごく一部の農家が放牧誘導路

を設置している以外、放牧柵と有刺鉄線及び木柵で作られた簡易な集合柵及び搾乳時の繋

留用支柱のみである。 
（３）水の確保 
 ヤパカニ地域は雨季に降雨が集中しているため乾季は水不足となる。 
畜産農家で掘削及び打ち込みを含む井戸を所有するのは全体の 1/4（小川と井戸の併用を

含む）で、農家の多くは小川の水を生活及び家畜管理用水として用いている。 
（４）給与飼料 
牛の飼養管理体系は、ブラックキャリア系（イネ科）改良草地又は野草地への周年放牧

である。しかし、改良草地は不適切な管理により野草地化している草地が多く、採食草の
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栄養価は低い。また、乾季には牧草の生育の停滞や枯死で乾物摂取量が大きく減少するが、

乾季対策として粗飼料を栽培している農家はごく一部に限られている。 
濃厚飼料は搾乳牛のみに米糠、大豆の皮、トウモロコシ粉砕等を少量給与している農家

が多いが、価格変動が大きく恒常的に必要量を購入している農家はない。 
ミネラルの補給としては多くの農家が岩塩を給与しているが、経済的な理由から不断給

与されていないこと、必要な微量ミネラルが摂取出来ないことが問題である。 
（５）個体識別 
 一戸当たり飼養頭数が少ないことから、耳標又は焼印による個体識別は少なく、名前を

付けて識別している農家が多い。個体識別を全く行っていない農家も少なくない。 
（６）飼養管理状況の記録 
 当地域は高地からの国内移住者で構成され、日常の使用言語がケチュア語で、西語の読

み書きが出来ない人の割合が高いこと、記録を飼養管理に活用するという知識が低いこと

等から飼養管理に関する記録は取られていない。記録されている場合であっても子牛の生

産事項程度にとどまっている農家が多い。 
（７）疾病の発生状況 
１）伝染性疾病 

ボリビアは伝染性疾病の汚染国で、ブルセラ病、口蹄疫及び気腫疽の発生が多い。加

えて、破傷風、狂犬病及び炭疽病の発生も見られ、定期的に予防接種が実施されている。 
２）乳房炎 

乳房炎の原因は、不衛生な搾乳場・搾乳作業及び暑熱によるストレスに起因するもの

が多いと思料される。 
データから見ると過半数の農家が乳房炎を発症させているが、検査が出荷時のアルコ

ール検査のみであるので、低酸度乳が乳房炎と処理されている可能性がある。なお、搾

乳作業が不衛生であること、農家における牛乳の保管が低温でなされないことから生乳

中の細菌数が多く対策が必要である。 
（８）泌乳能力 
 ヤパカニ地域の乳用牛は、系統が不明な雑種が多いこと、高温多湿の気象条件が乳用牛

の飼養環境に不適であること、飼養管理技術が未熟であること等から 1 頭当たりの泌乳量

は 1～8kg/日と極めて低い。 
また、適切な離乳が行われていないこと、搾乳時の催乳ホルモンの分泌を子牛の授乳に

よって図っていることも低泌乳の要因である。 
なお、雨季と乾季における泌乳量は、気象条件及び飼料の生産状況を勘案すると 2 倍以

上の差があるものと推察されるが、具体的な成績は取得中である。 
 一方、サンタ・クルス市の乳用牛登録協会のデータによると年間平均乳量が約 15kg/日、

国立家畜改良センターの繋養牛の平均乳量は約 16kg/日である。これらはホルスタイン系種

のデータであるが当該地域の日乳量と比較すると約 3 倍の能力差がある。 
 
２－３ 指導指標 
 ヤパカニ地域においては、在来種にブラウンスイス等雑多な系種が交配された乳用系種

が飼養されており、これら乳用系種の生理機能を飼養環境へ適応するよう制御するのは、
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諸経費が嵩み著しく困難である。 
これらの乳用系種の改良には、乳用純粋種の交配による血液の更新が必要であり、長期

の年月が必要となることからプロジェクトの実施期間では対処出来ない。 
 よって、プロジェクトは現状の基盤をもとに飼養管理技術の改善で可能な能力の向上を

図ることとし、CNMGB が実施した「ヤパカニ地域の飼養牛に関する調査」結果、プロジェ

クト事前調査、プロジェクトが実施した現地の状況調査等をもとに、当面の目標値として

以下の指標を掲げている。 
  
○ヤパカニ地域における乳用牛飼養管理技術普及後の指標 
    項  目        実態（推定値含む）       指標 
   初産交配開始月齢     ＝25 ヶ月齢            20 ヶ月齢 
     初産分娩月齢       ＝33 ヶ月齢                   30 ヶ月齢 
     繁殖牛の分娩率      ＝65%／年          75%／年 
     分娩間隔         ＝17 ヶ月齢          17 ヶ月齢 
     生時体重         ＝25kg      25kg 
     子牛の死亡率(0～12 カ月齢) ＝25%                        10% 
     育成牛の死亡率      ＝5%                          5% 

成牛の事故率       ＝6%                          3% 
     泌乳量日／頭(搾乳期間平均) ＝3～5kg          30～50％増 
 
    ①分娩率：１年間に生産された子牛頭数×100／成雌頭数 
    ②死亡率：年間死亡頭数／全頭数×100 より求める。 

③日搾乳量：出荷乳量、優良農家からの聞き取り又は貯乳容器からの推定値 
 
２－４ 技術移転の状況と提言 
（１）移転技術の内容 
ヤパカニ地域の飼養管理の実態、気象条件、衛生条件等から、諸経費の嵩む管理手法の

導入は経営の圧迫要因となるため、現状の各種条件を勘案し、下記のとおり最低限の必要

事項について技術指導を行っている。 
①個体識別耳標の装着 
（期待される効果） 
・繁殖、泌乳、病歴等に関わる個体情報が得やすくなる 
・正確な記録を利用し、交配計画や飼養管理指針が立てやすくなる 
②泌乳成績等の記録 
（期待される効果） 
・泌乳記録により選抜淘汰の指標が明確となる 
・体重測定により子牛・育成牛が適切に管理され、優良後継牛が選抜される 
③簡易離乳施設（カーフハッチ） 
（期待される効果） 
・適切な離乳（現地の技術では生後 3 ヶ月程度）が行われる 
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・離乳子牛の個体管理が可能となり発育の促進が図られる 
・発育促進により初産妊娠月齢が早くなる 
④補助飼料の給与 
（期待される効果） 
・エネルギー不足を補給し、適切な発育や泌乳が期待できる 
⑤青刈り飼料の栽培 
（期待される効果） 
・放牧草の不足及び乾季の粗飼料不足対策が図られる 
・サイレージ調製によって粗飼料が長期保存される 
⑥舐塩台の設置 
（期待される効果） 
・生理機能の維持に必要なミネラルが適切に摂取される 
⑦簡易搾乳施設 
（期待される効果） 
・衛生的に搾乳ができる 
・搾乳時の危険防止 
・個体の泌乳状況に応じ濃厚飼料が給与できる 
⑧放牧地の細分化（電気牧柵による集約放牧） 
（期待される効果） 
・放牧地のローテーション活用により、効率的な草地利用ができる 
・放牧地の蹄傷率が減少し牧草の再生力が促される 
・牛の採食量が増す 
⑨搾乳技術の改善と日搾乳回数の増加 
（期待される効果） 
・従来の搾乳前授乳を搾乳後授乳とすることにより生乳の汚染が緩和される 
・日搾乳回数の増加（1 回→2 回）により、泌乳量の増加が期待される 
（2 回搾乳は日搾乳量 3kg 以上の牛のみ） 

 
（２）技術移転の状況と提言 
 移転技術について、対象となるモデル農家 5 戸及びモデルグループにおける導入状況は

下表のとおりであり、順調に技術移転が図られているものと考えられる（モデル農家及び

モデルグループの選定については後述）。 
 本プロジェクトは残り 2 年間であるが、今後もこのまま順調に技術移転が進めば、モデ

ル農家のみならず、モデルグループ内の農家の大半が当該技術を導入し、飼養牛の能力向

上等が図れるものと考えられる。 
 
 
 
 
 

 - 10 -



①－ア モデル農家における技術移転の状況 
② ④ 技術

ﾓﾃﾞﾙ農家 
① 

泌乳 体重
③

子牛 搾乳牛
⑤ ⑥ ⑦ 

Choré ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
9 de Abril ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 
San Germán ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Nuevo Horizonte ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 
18 de Noviembre ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 
注：技術の内容 
①個体識別耳標の装着、②泌乳成績及び子牛体重の記録、③簡易易離乳施設の設置、 
④補助飼料の給与、⑤青刈り飼料の栽培・給与、⑥舐塩台の設置、⑦簡易搾乳施設の設置 
○：導入済、△：導入中、×：未導入 
 
①－イ モデル農家における 1 頭当たり乳量の変化 
 協力前（測定時期） 協力後（測定時期） 変化量 

Choré 2.4 ㍑（05.09） 2.4 ㍑（06.09） 0％ 
9 de Abril 1.6 ㍑（05.09） 3.4 ㍑（06.09） 213％ 
San Germán 2.6 ㍑（05.09） 6.8 ㍑（06.09） 262％ 
Nuevo Horizonte 2.1 ㍑（05.09） 2.4 ㍑（06.09） 114％ 
18 de Noviembre 未検定   
平均値 2.2 ㍑ 3.8 ㍑ 173％ 

 
② モデルグループにおける技術移転の状況 

② ④    技術

ﾓﾃﾞﾙ農家 
① 

泌乳 体重
③ 

子牛 搾乳牛
⑤ ⑥ ⑦ 

Choré ○ △ △ ▲ ○ ◎ ◎ ○ ◎ 
9 de Abril ○ ○ ▲ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎ 
San Germán △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 
Nuevo Horizonte ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
18 de Noviembre ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
注：技術の内容（上記と同） 
◎：50％以上導入、○：30％以上導入、△：10％以上導入、▲10％未満導入 
 
２－５ 普及システム及び小規模農家支援体制の構築状況 
（１）ボリビア国における農畜産技術普及体制の変遷 
普及組織の設置は 1948 年、米国の援助により 8 つの農事試験場とともに農業普及総合指

導局が設置されたことに始まり、1975 年にはボリビア農牧研究院（Instituto Boliviano de 
Tecnología Agropecuaria: IBTA）が設立され、サンタ・クルス県を除いた 8 県に 14 の試験場

と 11 の苗生産圃場、123 の普及所が設置された。 
サンタ・クルス県は農業条件が他と異なり、独立研究機関として熱帯農業研究センター

（Centro de Investigación Agrícola Tropical: CIAT）が 1975 年に設置されている。 
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家畜衛生については、国立動物生命工学院（Instituto Nacional de Biotecnología Animal: 
INBA） がラ・パス、サンタ・クルス県及びベニ県に設置された。 

1995 年に施行された「地方分権化法」により、IBTA と INBA は県、大学等に移管され、

予算不足と地方公共団体組織の脆弱さのため、ほとんどの機関がその機能を失った。この

間政府に代わり多くの NGO が設立され、2001 年には 170 以上の NGO が農業農村開発に携

わるようになった。 
これらを背景に現在、唯一サンタ・クルス県の CIAT のみが、県予算と我が国を含む国際

援助によりその機能を維持してきている。 
2000 年、IBTA に代わる組織として米州開発銀行（IDB）、オランダ、イギリス、ドイツ、

スイス、デンマーク、米国の資金協力を得て「ボリビア農牧技術システム」（Sistema Boliviano 
de Tecnología Agropecuaria: SIBTA）が設立され、その SIBTA の下に設立された農牧開発基金

（Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario: FDTA）が、農牧技術の開発と普及を

担当することとなった。地域ごとに優先テーマに適合した要請（プロジェクト）が、農民

団体等の技術需要者から提出され、要請に対し提出される公的機関、大学等技術供給者か

らの企画書を FDTA が審査して、プロジェクトの実施が決定されることとなっている。し

かしながら、普及システムの欠如や技術者の不足により、効果的な普及活動が展開できて

いないのが現状である。 
IBTA と同時期にやはり IDB の資金援助により国家農牧衛生システム（Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria: SENASAG）が設置された。これは地方分権化により各県の農牧局に

家畜衛生の機能が移管され、一元的な施策が国家として実行不可能となったため、再び中

央集権的に管理をするためのもので、農産物貿易自由化への対応、国内の家畜疾病防除な

くして生産性向上は望めないこと等の理由がある。 
第 2 次サンチェス政権（2002～2003 年）でもこうした研究・普及制度が継承され、先に

述べた農牧開発基金や国家農牧衛生システムは機能している。 
2006 年 1 月に誕生した現左派政権は、土地再配分や小規模零細農民支援を実施しようと

しているが、小規模零細農民への具体的施策については未だ出されていない。 
 

（２）普及システム 
現状の技術普及活動において、畜産、特に牛飼育に限って見た場合、目立った成果が得

られていない。これは、現場経験の少ない技術者が、普及員としての技能や普及哲学を学

ぶことなく普及活動を展開したためである。 
サンタ・クルス県内には 31 の地域畜産団体があり、この多くに技術者が配置され、予防

接種の指導、技術支援等を行っているが、団体の運営費確保の観点から対象農家は技術料

を徴収できる大中規模農家が中心で、小規模農家の技術指導まで手が回っていない。 
畜産普及システムを構築する場合、1）経営実態の調査・分析評価に基づく技術普及計画

の策定、2）畜産技術普及方法及び手段の強化、3）普及員等への研修・訓練の充実強化等

が主要課題として挙げられる。 
これまで本プロジェクトでは、こうした理念に沿って活動を展開してきており、実態調

査に基づく普及計画の策定、モデル農家での適正技術の開発・評価とモデルグループへの

普及促進、普及員の育成等が進められてきた。 
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しかし、ヤパカニ地域でのプロジェクト活動において、広範囲かつ迅速に普及活動を展

開していくには、普及員の指導を受けつつ地域や部落で普及活動ができる人材の育成が必

要であるが、通信事情、道路事情、交通手段等を考慮すると、普及員がモデルグループ以

外の地域での普及活動をカバーするのは困難であり、部落内の農家をまとめプロジェクト

の技術支援を補佐できる人材の確保が、普及活動の効率、効果を上げる鍵となる。 
 南米には 10 戸程度の農家グループが、技術者の指導を受けつつ、自主的な勉強会を継続

し、技術力、生産性を向上させていく普及システム（GTT(Grupos de transferencias tecnologias)）
がある。この普及システムは、アルゼンチンやブラジルでは 40 年以上の長い歴史を持つが、

ボリビアでの歴史は浅い。サンタ・クルス県では、2000 年以降、プロジェクト実施機関で

ある CNMGB が、サンタ・クルス酪農協会（FEDEPLE）の協力を得つつ、サンタ・クルス

市近郊においてこの普及システムの導入を試み、成果が得られつつある。本プロジェクト

において、今後の活動で計画している「飼養管理技術改善グループ」の形成においても、

この GTT 等の普及システムが参考になると思われる。 
 他方、サンタ・クルス県庁の予算で実施されている「小中規模畜産農家技術普及プロジ

ェクト」は、同県の 11 地方自治体に普及員を雇用させ、モデル農家を選定し、その周辺農

家への普及活動を展開している。この事業は、当初、2007 年 12 月までの事業として計画さ

れていたが、JICA 技協「小規模畜産農家のための技術普及改善計画」の協力期間に合わせ、

2008 年 12 月まで延長されることとなった。今後、研修や技術検討会等の活動において、両

プロジェクトがこれまで以上の連携強化を行うことが検討されている。 
 
（３）小規模農家支援体制 
ヤパカニ地域では、公的機関、NGO、畜産団体等がそれぞれの理念、目的に沿って小規

模農家支援を実施してきた。プロジェクト開始前のヤパカニ関係機関・団体の農家支援は、

以下のとおりである。 
①役場、農民連合 

防疫を目的とした予防接種(口蹄疫、狂犬病等)の企画・推進が主な活動で、必要最低限

の支援の範囲を越えていない。 
②NGO 

養蜂、中小家畜の飼育改善に関する指導、稲作・コーヒー栽培技術改善等の支援が主

要な活動であり、牛飼育に関する支援体制は脆弱である。一部 NGO は、飼料工場を持ち、

適正価格の家畜飼料を小規模零細農家に販売する体制が確立されつつある。 
③畜産団体 

畜産団体に所属している会員に対する融資の他、技術的な支援も行っている。しかし

ながら、一部畜産団体（例えば AGAYAP）で実施されている種牛の貸付制度については、

組織の脆弱さ、普及技術者の能力不足から農家の技術レベル向上に目立った効果が現れ

ていない。 
このようにヤパカニ地域では、公的機関、NGO、畜産団体等がほとんど連携することな

く、小規模農家に対する技術的支援が行われてきた。 
 現在、MEXPEGA では、CNMGB の指導の下、畜産団体や町役場、農民組織及び UNAYA
からなる普及委員会を設立し、この委員会で合意を得つつ活動を展開している。性格の異
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なる団体の寄り合いではあるが、プロジェクトの推進には大きな役割を果たしていると言

える。 
この支援体制において役場や農民組織と異なり政治的干渉を受けない UNAYA の役割は

極めて大きく、プロジェクト終了後の活動継続機関として、また人材供給の面からもプロ

ジェクトの推進上、欠かせない組織である。 
UNAYA には未整備実習圃場があり、この圃場を地域後継者の育成、農民実習に活用でき

れば、普及推進に大きく貢献できるであろう。UNAYA を活用して、在籍する後継者の育成

を図る一方、部落で活動する技術指導員の養成や非組織農民への技術指導を通じて、ヤパ

カニ地域の畜産振興を進めることが可能と考えられる。 
CNMGB は、長年の JICA 協力により蓄積された技術を活用して、普及、技術開発、凍結

精液生産、優良牛販売等、多面的な活動を展開しており、UNAYA 付属農場運営に関する指

導、さらにはヤパカニ畜産団体の普及活動強化のための技術的支援において指導的役割を

果たすべきである。 
以上に述べたように、ヤパカニ地域における普及活動の拠点として UNAYA を機能させる

ことにしているが、UNAYA は施設面で未整備な部分があり、市役所を通じて研修施設整備

を目的とした無償資金協力｢草の根・人間の安全保障」を日本国大使館に要請している。 
この他、｢草の根・人間の安全保障」については、プロジェクトの進捗にともないヤパカ

ニ地域における生乳生産量の増大が予想されることから、ヤパカニ牛乳生産者協会

（ASOPLE）のクーラーステーションの増設を目的とした同資金の活用を日本国大使館に申

請しているところである。 
 
（４）小規模農家支援の実態 
①モデルグループ及びモデル農家の選定基準 

プロジェクトが行う農家への技術指導は、飼養環境毎にグループで区分し、当該グル

ープ毎に中核となるモデル農家を設置している。モデルグループ及びモデル農家の選定

基準は下記のとおり。 
ア モデルグループの選定基準 

予備選定で部落数を絞込み、最終的に各行政地域の一部落をモデルグループとして

選定。選定に客観性、透明性を持たせる為、可能な限り数値化して農民に提示し、5
グループ（177 農家）を選定。 
ⅰ モデルグループは丘陵・平地・低地（冠水しやすい地域）にそれぞれ配置。 
ⅱ 平地は丘陵・低地に比較して地域の範囲が広く乳用牛の飼養農家数も多いため、

異なる地域の 3 ヶ所を選定 
ⅲ 丘陵・低地については、円滑な指導に配慮し、国道からの支線道路の整備状況を

勘案 
ⅳ 人工授精技術等が導入され飼養管理技術の改善が進捗している地域は対象外 
ⅴ 指導行動効率に配慮し、ヤパカニ市から概ね 50 km 程度の範囲から選定 
ⅵ 部落代表者の収入の大半が乳販売や牛生体販売で占められていること 
ⅶ 部落内畜産農家割合が高いこと 
ⅷ 部落内に諍いがないこと 
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ⅸ 他の部落のとの間に良好な関係が保たれていること 
イ モデル農家の選定基準 
 客観性、透明性を持たせる為、以下の選定基準を可能な限り数値化して農民に提示

し 5 農家を選定。 
ⅰ モデルグループ内の農家で、部落内の隣人と良好な関係にあること 
ⅱ モデルの地域の中で平均値を下回る繋養頭数の農家 
ⅲ 地域の役員等利害関係のある農家は対象外 
ⅳ 乳用牛の飼養に意欲があり後継者のいる農家 
ⅴ モデル地域の中で指導的役割を担うことが可能な農家 

②技術指導 
普及員に対する技術指導は、飼養管理の基礎知識取得に関わる技術マニュアルを作製

して配布するほか、内外での技術研修の開催とモデル農家への技術指導時に実技指導を

実施している。 
また、普及員が担う農家への技術の普及手法は、現地で活用されている既存技術を現

地の飼養環境に適合するよう応用加工し、諸経費が安価で成果が示される技術を基本と

している。 
指導技術の広域化は、現地適応技術を各地域毎に実証展示することに併せて、農家向

け技術マニュアルの配布及び講習会の開催、季節毎に必要とする飼養管理技術に関する

資料の配付等によって推進しているほか、西語が理解出来ない農家に対する手法として

西語とケチュア語によるラジオ放送で広く普及に努めている。 
③普及員の動向 

普及員は、市役所、ヤパカニ農民連合及びヤパカニ地域の畜産関係団体から 7 名が専

従で派遣されている。普及員が所属する団体の業務形態等の違いから技術レベルに差が

あったほか、所属先が担う業務の利害及び業務に対する考え方が異なる等、プロジェク

トの一員としての意識及び組織人としての認識が欠如し、普及員間の連携が図られてい

なかったが、プロジェクトが本格的な活動を推進するに伴い連携の強化が図られつつあ

る。 
なお、プロジェクト終了後の業務継続と将来の普及員の育成及び農家の後継者育成を

目的とした研修機関として、別途 UNAYA を整備するため、実習農場担当助手を普及員

の一員に加えている。 
 
２－６ 関係機関・団体の連携参加協力体制 
 プロジェクトでは、CNMGB の指導の下、ヤパカニ普及サイトに関係 5 団体（市役所、内

国移住者農民連合、ヤパカニ牛乳生産者協会、ヤパカニ農牧協会、UNAYA）からなる普及

委員会を設置し、普及活動を展開している。 
 一方、一部現地 NGO は、プロジェクトとの連携を期待しており、講習会等でプロジェク

ト側が技術支援を行っている。ヤパカニ地域の NGO の多くは、以前の農民支援のあり方を

改め、活動の中心を物質的支援から自立支援に転換しつつある。しかし、NGO に畜産関係

の専属技術者がいない等、未だ本格的連携には至っていない。今後のプロジェクトの活動

の中で NGO との連携強化も課題になるであろう。 
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参加団体の中で、市役所と内国移住者農民連合は、プロジェクトに対して常に政治的な

干渉をしてきており、プロジェクトの運営に少なからず悪影響を与えている。市役所と内

国移住者農民連合は、これまでの国の支援や NGO 支援と同様、JICA プロジェクトにおい

ても当然、裨益農民に物品配布等を伴うものとの誤解があり、このことがプロジェクトに

対する投入要求、高額な回転資金、施設整備等の要求に現れている。しかしながら、回転

資金の運用をどうするのか、整備後の施設運営をどうするのかといった具体的な計画は、

これら要求機関から示されておらず、こうした計画を直ちに実施する状況にはない。この

ような要求は、実施機関や JICA の活動の枠組みの中で解決できる問題ではなく、最高責任

機関である農牧省や県庁の関与・協力が必要になる。 
関係機関の協力体制の構築において、本来、中核となるべき市役所及び内国移住者農民

連合が、今後ともプロジェクトの活動に対して非協力的な対応を続けることが予想される

ため、実施機関である CNMGB の指導の下、UNAYA が核になり、他の関係機関と連携しつ

つ、農民への技術普及や技術的課題の発掘や普及手法の改善、有効技術情報の提供等純粋

に技術的テーマに限った活動を展開していく体制を整えれば、活動の継続性を確保できる

可能性がある。 
 
２－７ プロジェクト活動や成果に影響を及ぼす可能性のあると思われる主要な問題点 
（１）普及員関係 
プロジェクトへ配置されている普及員が、ヤパカニ地域の公共団体等と NGO からの派遣

職員で構成され、普及員が所属する機関の利害関係等から普及員間の意志疎通が図られに

くい。 
また、プロジェクトの一員であるという認識に欠けている普及員もおり、プロジェクト

終了後の継続性について、今後、協力機関を中心に検討する必要がある。 
（２）牛の資質関係 
 飼養されている牛は、在来種と様々な純粋種又は雑種が交配されたものなので、乳用牛

としての資質に乏しく、プロジェクト目標は達成出来たとしても、それ以上の発展は望め

ない。周辺の中規模以上の農家が純粋種を飼養していることを考えれば、小規模農家にお

いても一定の技術水準に達すれば純粋種又は純粋種に近い乳用牛を飼養できる可能性があ

るため、CNMGB 及び UNAYA を中心に、安価な遺伝的改良手法を検討する必要がある。 
（３）生産基盤関係その他 
 ライフライン（水道、電気、道路）の整備が遅れており、特に、水に関しては、牛の能

力や衛生対策に係る影響が大きいことから、一定の整備がなされないと技術の進展がなか

なか期待できない。電気及び道路の整備の遅れについても牛乳乳製品の出荷に大きく影響

するため、定期的な出荷が見込めないのであれば、肉用牛経営への誘導も視野に入れるべ

きである。 
 飼料生産においては、機械の導入により格段に効率的な生産が可能となるが、機械を継

続的に維持管理する経済力（修理費や減価償却費の負担）がないため、協力機関の所有に

よる共同利用や短期間のレンタルも検討すべきではないかと思われる。 
また、農家の労働意欲が低い中で、移転技術は従来の管理手法に比較して多くの労力を

必要とするため、指導技術が浸透しづらいことが懸念される。 
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第３章 調査・協議結果 

 

３－１ プロジェクト遂行阻害要因への対処 

2006 年初頭、ヤパカニ移住者農民連合（FSCPAPIY）から本プロジェクトに対し、プロジ

ェクト内容の修正要求が行われ、それは「①プロジェクトはモデルグループでの技術指導

と調査のみでインパクトが見られない、②ヤパカニ全農家に裨益する形で畜産投資センタ

ー、屠殺場建設、乳質検査施設建設、回転資金の導入を要求する」という内容であった。

これに対し、プロジェクトの所管外であるとして受け入れられない旨プロジェクトから回

答を行い、カウンターパートである CNMGB やサンタ・クルス県庁からもプロジェクトの

趣旨と要求が受けられない旨の説明が再三行われた。さらに、我が方からは牛の飼養管理

や基礎衛生管理等の基礎的な技術が定着していない現状では施設建設や資金協力は機能し

ない点、施設導入に伴う実施体制整備等には時間がかかり一朝一夕には実現せず、プロジ

ェクト終了後の持続性やインパクト確保に向けて協議・対話を重ねることは重要である点

等の指摘を行ってきた。 
上述の対応にもかかわらず、たびたび要求が繰り返され、本調査におけるヤパカニ市役

所とヤパカニ移住者農民連合表敬訪問時においても、要求が受け入れられない場合、農民

連合と市役所の普及員引き上げ等プロジェクトに協力しないことが表明されていた。この

ことがプロジェクトの前提条件を覆しかねない阻害要因となりつつあった。 
 本調査開始にあわせ、JICA ボリビア事務所は本プロジェクトおよびヤパカニ地域の農牧

開発基金により積極的に関与、調整するよう農牧省に要請し、本調査行程への担当職員の

参加、農牧次官のミニッツ協議への参加等が実現した。また、ヤパカニ市役所および農民

連合との調整に農牧省がより積極的に関与する姿勢が打ち出された。 
 上述の対応に加え、ガブリエル・レネ・モレノ自治大学総長によるヤパカニ関係者との

対話により、本調査終了後、ヤパカニ市役所によるプロジェクト目標修正要求およびヤパ

カニ移住者農民連合による本プロジェクトに対する批判は鎮静化している。 
 ヤパカニ移住者農民連合による要求は市町村選挙をにらみ、地域への利益誘導を住民に

示すという政治的動機が背景にある。 
 
３－２ PCM 手法に基づく評価結果（コンサルタント団員） 
 プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法に基づき、本プロジェクトの計画、

モニタリング、評価の一連のサイクルが管理されている。5 項目に基づく中間評価結果和訳

を別添資料 6 に記載した。 
 
３－３ PDM の指標・記述変更 
 本調査においては普及体制の持続性に注目した。その結果、成果 3（普及員育成）にかか

る指標で活動体制にまで踏み込んで言及することとした。変更内容は以下のとおりとし、

PDM 修正を行った。 
（１）PDM の変更 
「普及員用マニュアルに従って 140 人の普及技術者が普及活動を実施する。」と指標が
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設定されているが、「普及員用マニュアルに従って活動できる普及員及び普及技術者 140 人

が育成されるとともに活動体制が構築される。」に修正した。但し、普及員及び普及技術

者が養成されても活動組織が整備されていない現状では、取得される技術の普及が困難な

ため、以下を追加した。 
「3-3 普及員及び普及技術者中心の活動体制構築のための指導を行う。」 
 
（２）活動計画(PO)の変更 

PDM にあわせて活動計画も以下のとおり変更した。 
①修正 

1.3「技術委員会」を「普及委員会」に修正する。 
②追加 

普及体制を確立し、プロジェクト終了後の持続性を確保するため、以下項目を追加し

た。 
1.3.3 ヤパカニ短期大学の実習農場を技術移転及び人材育成の拠点とする。 
3.3.1  普及活動を円滑に進めるための農民グループを形成する。 
3.3.2  農民グループに技術指導を行う。 

 
３－４ 実施体制 
 本プロジェクト実施の最高決定機関として合同調整委員会が設置されている。農村・農

牧開発次官が委員長を務め、サンタ・クルス県庁、ガブリエル・レネ・モレノ大学、JICA
各代表が委員となる。実施レベルでは CNMGB が実施機関であり、JICA 派遣専門家 3 名が

プロジェクトの技術移転とプロジェクト実施に必要な調整を CNMGB 担当者とともに行っ

ている。 
 現場での普及ではヤパカニ市役所（HAMY）、 UNAYA、移住者農民連合（FSCPAPIY）、 
ヤパカニ牧畜協会（AGAYAP）、ヤパカニ牛乳生産者協会（ASOPLE）が協力団体として本

プロジェクトに参画している。プロジェクト専門家とカウンターパートはこれら団体の普

及員に技術移転を行っている。 
 ３－１で述べたように、移住者農民連合によるプロジェクト所管事項外の要望を受けた

り、さまざまな調整の必要性が生じたりすることがあり、プロジェクトの前提条件や外部

条件の阻害要因となることがある。今般、農村開発・農牧・環境省がよりプロジェクトに

関わり、関係者間の総合調整や他のドナー資金を活用した地域開発等の検討を行うことと

なり、行政による調整機能が稼動する体制となった。プロジェクトの円滑な実施のために

も、総合調整機能が継続的に果たされることが必要である。これまで同省は予算不足によ

る担当者の現場派遣困難性（出張費を支弁できなかった）や行政上の首都ラ・パスとサン

タ・クルス県との物理的な距離等（直線で 800km）により、モニタリング、調整を十分果

たしてこなかった。また、CNMGB も大学所属機関であることから、一義的には大学総長へ

の報告が主であり、同省への報告、連絡はあまり行ってこなかった事情もある。 
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３－５ 協力体制の持続性 
２－６で記述したように、本来、中核となるべき市役所及び内国移住者農民連合が、今

後ともプロジェクトの活動に対して非協力的な対応を取り続け、普及員の引き上げや農家

への指導（協力しないように）を行えば、プロジェクトの継続性は期待できなくなるため、

農牧省、県、大学を巻き込み、可能な限りプロジェクトに継続参加させる努力が必要であ

る。 
また、実施機関である CNMGB の指導の下、UNAYA が核になり、畜産関係機関、主に利

害が一致するヤパカニ牛乳生産者協会や NGO と連携を強化し、普及体制を継続できるよう

準備を進めておくべきである。 
UNAYA の実習農場については、早期に技術移転及び人材育成の拠点とすることが必要で

あり、その整備についてボリビア側と JICA 側で協力して進めることが必要である。 
 
３－６ 投入と妥当性 
 プロジェクトにおいて対象としている農家については、技術水準の低さ、飼養環境及び

生乳流通条件の悪さ等から、施設や機械の投資に耐えるだけの経済力に乏しく、このよう

な状況において、むやみな投資を行えば無駄な資金投入となり、また、継続性もなくプロ

ジェクトの努力が水泡に帰すものとなる。 
 最優先の課題は、技術水準を上げることであり、その技術と経済力に見合った投資を行

うことがヤパカニ地域における酪農を発展させるための最重要事項である。 
 現在、当初計画どおりに技術移転が進んでいることから、残りの 2 年間においてもプロ

ジェクトが示す技術を確実に移転し、当初計画どおりの投入を行うことが妥当と考える。 
 
３－７ 専門家の生活環境及び治安状況 
 運営指導調査で確認した当時から、長期専門家派遣人数は変わらず、3 名の JICA 長期専

門家が派遣されている。チーフアドバイザーおよび業務調整／研修の 2 名の専門家は

CNMGB 本部にあるプロジェクト本部に勤務し、プロジェクト全体の調整、関係機関との折

衝に当たっている。両専門家はサンタ・クルス市内に在住し、同市から北部幹線道路で 23km
の地点にある CNMGB に車輌で通勤しており、安全上の問題はない。 
 普及（畜産技術）専門家はヤパカニ市で普及員等に対し、技術指導を行っている。ヤパ

カニ市に隣接するサン・フアン日系移住地に住み、ヤパカニ事務所まで自家用車で通勤し

ている。ヤパカニ市では主に中央政府に対する抗議手段として時折道路が封鎖され、長い

時では 2 週間以上続く。道路封鎖では情報を収集し、封鎖地点には車輌で近づかない等配

慮すれば、身体的危害に及ぶことはない。同専門家は関係者の協力を得ながら、道路封鎖

時でも業務を遂行しており、道路封鎖がプロジェクト活動に対し著しく大きな障害とはな

っていないと思われる。今後も引き続き情報収集に努め、ヤパカニ地域の治安状況には注

意して活動していく。 
 ヤパカニ移住者農民連合はプロジェクトに対して要求が受け入れられない限り、協力を

行わない旨、表明したことがあったが、業務遂行が妨げられることはなかった。さらに、

本調査後は、同連合もプロジェクトに対し一定の理解を示し、協力的な姿勢が見られるよ

うになった。 
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